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はじめに 

東京でオリンピック・パラリンピックが開催される２０２０年をピークとし

て、東京都の人口は減少に転じ、２０２５年には、都民の４人に１人が高齢者

となることが予測されている。 

こうした時代の大きな転換期にあって、高齢期を迎え支援が必要になっても

住み慣れた地域で生活したいという都民の願いに応えるためには、適切な医

療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括ケアシステ

ムを、地域の実情に応じてつくりあげていくことが急務である。 

本年７月に設置された本検討会議では、東京の特性を踏まえた地域包括ケア

システムの構築に向け、「医療と介護」、「介護予防と生活支援」、「高齢期の住ま

い方」の各テーマについて、９月までに４回にわたって議論を重ねてきた。今

般、議論が一巡したことから、現状と課題、考えられる対応策、今後の議論の

方向性についてここまでの議論を整理するとともに、都の新たな施策展開や、

今年度末に予定されている最終報告に向けた更なる議論につなげていくため、

本検討会議としての中間的な取りまとめを行うものである。 
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第１部 検討に当たっての考え方 

１ 東京を取り巻く状況 

（１）高齢化と介護需要の増大 

○ 我が国では、世界に類を見ないスピードで少子高齢化が進行しており、

総人口は既に減少局面に突入している。国立社会保障・人口問題研究所の

予測では、２０６０年の日本の総人口は、２０１０年の約１億２，８０６

万人に比べて約３割減少し、約８，６７４万人になると見込まれている（３

０ページ図１参照）。 

○ 現在は人口が増加傾向にある東京においても、社会増の縮小と自然減の

拡大により、東京オリンピック・パラリンピックが開催される２０２０年

をピークに、人口は減少に転じると予測されている。 

○ また、高齢化が一層進展し、６５歳以上の高齢者の数は、２０１０年の

約２６４万人から、２０２５年には約３３２万人と、約６８万人増加し、

都民の４人に１人は高齢者になると見込まれている（３０ページ図２参

照）。 

○ わけても、２０２５年には、１９４７年から１９４９年生まれのいわゆ

る「団塊の世代」が７５歳以上の後期高齢者となるため、後期高齢者の数

は、２０１０年の約１２２万人から、２０２５年には約１９８万人と、約

７６万人増加し、６５歳から７４歳までの前期高齢者（約１３５万人）を

大幅に上回る見込みである（３１ページ図３参照）。 

○ 後期高齢者は、前期高齢者と比較して、要介護・要支援となる割合は約

７倍となっており、介護を必要とするリスクが高い。「第６期東京都高齢

者保健福祉計画」によると、東京では、要介護・要支援者が今後１０年間

で約２０万人増加し、高齢者の４人に１人が要介護・要支援となると予測

されている（３１ページ図４参照）。 

○ 介護サービスを利用する要介護・要支援者が増えることに伴い、介護保

険給付費は今後１０年間で約３，７００億円増加し、都の負担額も約６０

０億円増加すると予測されている（３２ページ図５参照）。このままいく
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と、給付費の増大に伴って、高齢者が負担する介護保険料は、１０年後に

は月額８，４３６円と、現在より約３千円上昇すると見込まれている（３

２ページ図６参照）。 

○ また、特別養護老人ホームなどの施設・居住系サービスの利用者数は、

今後１０年間で約５万人増加する見込みとなっている（３３ページ図７参

照）。サービスを提供する介護職員は、２０２５年までに約１０万人増や

すことが必要であるが、現状のままでは、約３万６千人の不足が生じる可

能性が示されている（３３ページ図８参照）。 

 

（２）東京圏高齢化危機回避戦略 

○ 本年６月、民間の有識者団体である「日本創成会議」は、東京圏（東京、

埼玉、千葉、神奈川の一都三県）の高齢化問題への対応を論じた「東京圏

高齢化危機回避戦略」（以下「提言」という。）を発表し、大きな話題にな

った。 

○ 提言によれば、東京圏では、今後１０年間で後期高齢者が約１７５万人

増加することから、東京圏全体で医療・介護施設の不足が深刻化し、介護

施設について言えば、２０２５年には約１３万人分が不足するとしている。 

○ 加えて、東京圏は地方と比べて介護にかかるコスト（施設整備費、介護

給付費等）が割高であり、また、東京圏の介護人材の需要が高まれば地方

からの人材流入が加速することなどから、東京圏の高齢者の地方移住を促

進すべきとしている。 

○ 提言では、後期高齢者人口に対する現状の介護施設の整備水準を前提に

地域の介護余力を判断しており、今後、東京圏で介護施設の整備が行われ

ずに施設定員が増えない前提で「介護難民」の発生を指摘している。また、

施設入所が唯一の解決策ではないにもかかわらず、在宅サービスの役割と

その充足状況については考慮されていない。さらに、介護予防の効果につ

いても考慮されていない。 

○ いずれにしても、今後の東京圏における後期高齢者の急増という事態へ
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の対応は必要であり、そのため、都や都内の自治体は、高齢者が支援が必

要になっても地域で安心して暮らし続けるための方策を考え、有効な処方

箋を示さなければならない。 

 

２ 「東京都長期ビジョン」と「第６期東京都高齢者保健福祉計画」 

（１）東京都長期ビジョン 

○ 都は、昨年１２月、今後１０年間の都政の基本方針となる「東京都長期

ビジョン」を公表した。 

○ 「世界一の都市・東京」を目指すべき将来像とし、「福祉先進都市の実

現」を都市戦略の一つとして掲げるとともに、「高齢者が地域で安心して

暮らせる社会の実現」を政策指針の一つとしている。ここでは、おおむね

１０年後の東京の姿が次のように描かれている。 

・ 高齢者が、できる限り住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、

適切な医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケア

システムが構築されている。 

・ 超高齢社会に対応し、高齢者の多様なニーズに応じた施設やすまいが

整備されている。 

○ これらの姿を実現するために、２０２５年度末までに特別養護老人ホー 

ムを６万人分、介護老人保健施設を３万人分、認知症高齢者グループホー

ムを２万人分、サービス付き高齢者向け住宅等を２万８千戸、それぞれ確

保することを目標として掲げるとともに、在宅生活を支える各種サービス

の充実にも取り組むこととしている。 

○ このほか、認知症の人が状態に応じた支援を受けられる体制の整備や、

地域で安心して医療を受けられる体制の充実などにも取り組むこととし

ている。 

 

（２）第６期東京都高齢者保健福祉計画 

○ 都は、本年３月、高齢者施策の総合的・基本的計画である「第６期東京
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都高齢者保健福祉計画」を公表した。 

○ ここでは、「東京都長期ビジョン」の考え方を基本として、適切な医療・

介護・予防・生活支援・住まいを地域の中で一体的に提供する「地域包括

ケアシステム」の構築に向け、「団塊の世代」が後期高齢者となる２０２

５年を見据え、今後３年間に取り組む様々な施策を明らかにするとともに、

２０２５年の介護サービスの見込み量、介護保険料、必要となる介護職員

の数について、都内の区市町村による推計を基に、初めて中長期の推計値

を示している。 

○ 計画では、次の６点を重点分野としている。 

① 介護サービス基盤の整備 

② 在宅療養の推進 

③ 認知症対策の総合的な推進 

④ 介護人材対策の推進 

⑤ 高齢者の住まいの確保 

⑥ 介護予防の推進と支え合う地域づくり 

○ このうち、介護サービス基盤の整備では、特別養護老人ホームの入所申 

込者の状態像は様々であることを示しつつ、たとえ要介護状態になったと

きにも、できる限り自宅で生活を続けることを希望する高齢者のニーズに

応えていくために、在宅サービスと施設サービスをバランスよく整備する

ことが必要であるとしている。 

○ また、東京圏の高齢者の急増に対処するために、東京、埼玉、千葉、神

奈川の一都三県が連携・協力を図る方策を検討する方針が示されており、

本年６月、国と関係自治体とで、少子高齢化への対応策について検討する

「一都三県の地方創生に関する連絡会議」が立ち上がり、検討が始まって

いる。 

 

３ 本検討会議の趣旨・目的 

○ このような中で、本年７月、「福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包
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括ケアシステムの在り方検討会議」が設置された。 

○ 多くの高齢者は、たとえ介護が必要になっても可能な限り住み慣れた地 

域で生活したいと望んでおり、こうした願いに応えていくためには、高齢者

のための適切な住まいを確保した上で医療・介護・予防・生活支援サービス

が一体的に切れ目なく提供できる地域包括ケアシステムの構築が求められ

る。 

○ 都は、これまでも地域包括ケアシステムの理念に沿った施策を展開してき

たが、急速な高齢化、介護需要の増加、一人暮らし高齢者や高齢夫婦のみの

世帯の増加、都市インフラの老朽化、労働力人口の減少等が同時に進む中で、

従来型の発想では十分な対応が難しくなっている。 

○ 危機を打開するためには、行政の縦割りを排し、医療・介護・住宅・労働・

まちづくりなど、部局の垣根を越えて政策を連携させ、従来の発想にとらわ

れずに大胆かつ的確に施策を推進するとともに、制度や規制を現実に合うも

のに組み替えていくことが必要である。 

○ また、東京は、地縁による人と人とのつながりが希薄と言われるが、企業

やＮＰＯなどの多様な事業主体が集積しており、豊富な経験と知識を持った

人材の層が分厚い。そして、都民の地域活動への参加意欲も決して弱くない。

社会資源や人口動態、地理的条件等は地域で大きく異なることに留意しつつ、

地域の力や民間の力も活用して、大都市東京にふさわしい地域包括ケアシス

テムをつくり上げていくことが必要である。 

○ こうした背景の下、本検討会議は、東京の現状と将来像を踏まえ、東京に

ふさわしい地域包括ケアシステムの在り方を検討することにより、都の新た

な施策形成につなげ、福祉先進都市・東京の実現を図ることを目的として設

置された。 

○ 地域包括ケアシステムの構成要素や、東京都高齢者保健福祉計画に掲げる

重点分野は、いずれも相互に密接に関わっており、課題や施策は特定の分野

にとどまるものではない。 

○ そこで、本検討会議では、医療、介護、まちづくり、労働分野等の有識者
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や都内の自治体、国、都庁の関係各局の参画により、幅広い議論を行う体制

を整えた。 

○ また、幅広い議論を整理するために、要介護高齢者の増加に対応するため

の「医療・介護」の提供体制に関すること、周囲のサポートを受けながら地

域で暮らし続けるための効果的な「介護予防と生活支援」の手法に関するこ

と、高齢者の多様なニーズに対応するための「高齢期の住まい方」に関する

ことの３つのテーマを提示し、テーマごとに委員やゲストスピーカーからの

講演と意見交換により検討を進めることとした。  
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第２部 検討会議の議論の展開 

第１章 総論 

（１）地域包括ケアシステムとは 

○ 「地域包括ケアシステム」は、法律では、「地域の実情に応じて、高齢

者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立し

た日常生活の支援が包括的に確保される体制」と定義されている。 

○ ここに登場する５つの構成要素（医療、介護、介護予防、住まい、生活

支援）の関係性を分かりやすく説明しているのが、地域包括ケア研究会が

２０１３年の報告書で提示した「植木鉢モデル」である（３４ページ図９

参照）。 

○ 本人の希望にかなった適切な住まいが基盤となる『植木鉢』に、住まい

での生活を支える生活支援・福祉サービスが養分を含んだ『土』に例えら

れる。専門職が提供する医療、介護、予防サービスは『葉』に例えられる。

植木鉢や土がなければ植物は育たないように、地域包括ケアシステムにお

いては、専門的なサービスの前提として「住まい」と「生活支援・福祉サ

ービス」の整備が必要とされる。 

○ これらの５つの要素が地域で相互に有機的に連携することによって、高

齢者の尊厳の保持と自立した生活が実現する。 

○ 地域包括ケアシステムは、区市町村が中心となってつくりあげていくこ

ととされているが、もとより行政の力だけで完結できるものではない。誰

が支えるかという視点からは、地域包括ケアシステムを自助、互助、共助、

公助の４つの概念で整理することができ、それぞれの取組が連携しながら

役割を果たしていくことが重要である。 

○ 東京のような都市部では、ボランティアや住民活動である「互助」を期

待することが難しいとされてきたが、様々な地域での都民の活動が活発化

し広がり始め、独創的な活動も展開されるようになっている。今後は、こ

のような動きを更に広げ、東京においても新しい「互助」の役割を拡大し
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ていく取組が必要となっていく。 

 

（２）東京の課題を克服するために 

○ 日本の各地では、参考とすべき先駆的な取組が見られる。特別養護老人

ホームを小規模化して地域の共有財産とした新潟県長岡市の「こぶし園」

の取組、宮崎県を発祥として全国に広がりつつある古民家を活用した「ホ

ームホスピス」の取組、高齢者と子供と障害者の共同の通いの場である富

山県富山市の「このゆびとーまれ」の取組、一貫した政策で要介護認定率

を低減させた埼玉県和光市の取組。こうした取組は地方でなければできな

いというものではなく、東京においても実践は可能なはずである。 

○ そのためには、次のような視点を持って東京の地域包括ケアシステムを

改めて考えることが必要である。 

① 介護施設は住民や子供の声が聞こえる地域拠点の機能を持つ。 

② 空き家を大事な地域の資源として捉え、活用する発想を持つ。 

③ サービスの受け手と担い手を固定化せず、また、専門職と都民が協働

して新しい支援の姿を実践するなどの活動が現れており、このような活

動が展開できるよう工夫する。 

④ 行政は一貫した政策の遂行能力を高める。 

○ 都内においても、本検討会議の秋山正子委員の「暮らしの保健室」の取

組や瀧脇憲委員の「ふるさとの会」の取組などの先駆的な実践例が見られ

る。 

 

（３）人口構造の歴史的転換期において採るべき視点 

○ 現在、我が国で起きている高齢化という現象を歴史的、世界的に捉え、

我が国の明治維新から２２世紀初頭までの人口の変化を５０歳で分けて、

構成比を見ていくと、新たな視点が得られる。 

○ １９７０年までは、５０歳以上人口は１５～２０％で安定していた。そ

して、２０６０年以降は、５０歳以上人口は６０％程度で安定する。つま
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り、我が国は今、５０歳以上が３分の２弱を占める社会への遷移期にある

と言える（３４ページ図１０参照）。 

○ 人類史上初めて迎える変化のただ中においては、現状を引き延ばした予

測（フォアキャスティング）に基づく施策は通用しない。将来像を描き、

そこから現在なすべきことを探るべき（バックキャスティング）である。

東京の高齢化の進展は、過去から引きずったものの見方では危機に見える

現象かもしれないが、新しい社会像を描いてみると、この事態は世界のど

こも経験したことのない事態に対処するためのチャンスと捉えることも

できる。 

○ そして、この遷移の起こり方は東京の中でも地域によって差があること

から、ケアの需要と地域特性を日常生活圏域単位などで分析した上で、地

域ごとの取組を考えていくことが必要である。 

○ さらに、こうした人口構造の遷移は我が国にとどまらず、タイやベトナ

ムといったアジア諸国でも将来生じる現象である。東京は高齢化の最先端

を走る都市であり、世界からその動向が注目されている。「東京が変われ

ば世界が変わる」という気概を持ってこそ、世界の新たな都市モデルとな

る「世界一の福祉先進都市」という目標に到達できるのではないだろうか。 
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第２章 各論 

１ 医療と介護 

（１）現状と議論のポイント 

ア サービスの担い手の確保 

○ 都が行った介護職員の需要・供給推計によると、介護需要が増大する

ことから、現在の供給ペースのままでは、２０１７年度には約１万５千

人、２０２５年度には約３万６千人の介護職員が不足する可能性がある

（３３ページ図８参照）。 

○ 近年の少子高齢化による労働力人口の減少や、他の業種の求人状況の

動向に影響され、東京都における介護関連職種の有効求人倍率は４．０

６倍と、全職業の１．３７倍を大きく上回っており（２０１４年度）、

人手不足が深刻化している（３５ページ図１１参照）。 

○ 都は、介護人材の安定した確保・定着・育成に向けて以下のような取

組を総合的に行っている。 

   ≪主な取組≫ 

・ 「介護キャリア段位制度」を活用してキャリアパスの導入に取り組

む介護事業者への助成 

・ 潜在的介護有資格者の３か月の紹介予定派遣中に係る経費を補助 

・ 学生や主婦・就業者・離職者に職場体験の機会を設けるとともに、  

無料で資格取得を支援 

・ 将来の担い手である学生や保護者・教員に福祉の仕事の魅力ややり

がい等の広報啓発活動を実施 

○ 人材の定着を図っていくに当たって、介護現場では従事者の腰痛問題

をはじめとする介護職員の身体的負担の問題が指摘されている。 

○ 国が介護ロボットの活用等による介護の生産性向上の推進を掲げる

など、ロボット介護機器の活用による介護負担の軽減が期待されている

ことを踏まえ、本検討会議では、ロボット介護機器を活用することの有

効性について議論を行った。 
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イ 在宅療養環境の整備 

○ 医療的ケアが必要な要介護高齢者が増加する中、住み慣れた地域でそ

の人らしい充実した人生を全うできるような在宅療養環境を実現する

ためには、医療と介護のサービスを切れ目なく提供するためのネットワ

ークの構築が必要である。 

○ また、訪問看護は、在宅で療養する高齢者の生活を支援する重要な役

割を担っており、質・量ともに安定したサービス提供体制の整備が不可

欠である。 

○ 介護保険制度の施行後、都内の訪問看護ステーション数は増加してい

るが、開設に当たっての職員の確保や計画的な研修の実施などに課題を

抱えている。 

○ 都は、このような現状を踏まえ、在宅療養の推進のため、以下のよう

な多角的な支援を実施している。 

≪主な取組≫ 

・ ＩＣＴを活用した医療と介護の多職種ネットワークの構築を図る取

組の支援 

・ 在宅療養支援窓口の設置など在宅療養の環境整備を図る区市町村を

支援 

・ 訪問看護ステーションの人材育成のために同行訪問等を行う教育ス

テーションを設置 

○ 地域において在宅療養生活を支える体制を更に確保していくために

は、都内で行われている先駆的な取組から示唆を得ることが重要である。 

○ そのため、本検討会議では、医療と介護が連携した支援や人生の最終

段階におけるケアの在り方について具体的事例を基に議論を行った。 

 

（２）議論から見えてきた課題 

○ 検討会議では、講演や意見交換を通して、次のような課題が指摘された。 
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ア ロボット介護機器の活用 

○ 自律的な介護作業はロボットが不得手とする分野であり、介護労力削

減への過度の期待は介護の質の低下をもたらすおそれがある。 

○ 介護職員に高度な機械リテラシーを必要とする機器は、介護現場には

適さない。 

○ 装着型の機器には、装着に時間がかかる、装着したままでの歩行が困

難、膝への負荷などの課題がある。 

○ ロボット介護機器は初期投資が高額にもかかわらず、効果が見えにく

いため、施設が導入に踏み切れない。 

 

イ 在宅療養生活を支える体制づくり 

○ 認知症初期の一人暮らし高齢者やがん患者への相談の受け皿が不足

している。 

○ 現在の地域包括ケアは長期的なケアが念頭にあり、短期集中的なケア

が必要な終末期のがん患者（３５ページ図１２参照）等への支援が不十

分である。 

○ 一人暮らしの人を在宅で看取るための体制が不十分である。 

○ 訪問看護事業所は、暮らしに近い場に立地することで地域の在宅療養

の拠点として有効に機能するが、建築基準法上、建築物の用途としては

「事務所等」に分類され、用途の制限により住居専用地域への設置に制

約がある。 

 

（３）考えられる対応策 

ア ロボット介護機器の効果的な活用 

○ 現段階では、自律的に動く介護ロボットは未成熟であるが、ロボット

技術を活用した介護機器を介護現場での作業の中に効率よく組み込む

ことで介護職員の負担軽減が可能ではないか。 

○ ロボット介護機器の活用効果を十分に発揮させるためには、施設等の
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サービス提供方法とのミスマッチを起こさないよう、実際の介護現場で

適切な使用方法をモデル的に検証することが必要ではないか。 

 

イ 相談拠点の整備 

○  地域住民が気軽に相談ができ、介護や医療等の包括的・予防的な生

活支援を行う取組（例として「暮らしの保健室」の取組（３６ページ

図１３参照））を、区市町村と連携して支援し、広げていくことが必要

ではないか。 

 

ウ 多様な看取りの場の整備 

○ 終末期においても地域で暮らし続けたいという希望に対応できるよ

う、地域に根差し地域に開かれた「とも暮らし」等を含む多様な看取り

の場（例として「ホームホスピス」の取組（３６ページ図１４参照））

の確保を進めるため、看取りの機能に着目した建物の改修経費への支援

や、医療・介護人材に対する研修等が必要ではないか。 

○ 住宅地の中でも住民に必要な介護・看護サービスを提供する事業所等

の設置が可能となるよう、建築分野の規制について、立法趣旨も踏まえ

不合理な点や不整合な点がないか、運用面も含めて検証することが必要

ではないか。 

 

（４）今後の議論の方向性 

○ 更なる在宅療養の推進や在宅サービスの充実に向けた方策を検討する

ため、以下について議論をしていく。 

・ 今後示される地域医療構想と整合性を図りつつ、在宅療養をより一 

層推進していくための方策について 

・ 地域包括ケアシステムにおける病院・診療所の役割について 

・ 終末期において自らが受けたい医療・ケアについての意思表明書であ

るリビングウィルの普及・啓発について 
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・ 在宅生活を支え、家族の介護負担を軽減させることができる地域密着

型サービスの普及について 

・ 介護の仕事の魅力を引き出し、介護人材を安定的に確保・定着させて

いくための方策について  
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２ 介護予防と生活支援 

（１）現状と議論のポイント 

ア 介護予防と支え合う地域づくり 

○ ２０１０年の国勢調査によると、東京都の高齢者人口は約２６４万人

で、高齢化率は２０．４％ となっている。今後、高齢者人口、特に後

期高齢者が増加すると見込まれる（３０ページ図２、３１ページ図３参

照）。 

○ それに伴い、医療・介護が必要な人や認知症の人など、地域で支える

必要がある人が増えていく一方で、地域で活躍することができる元気な

高齢者も増えていく。 

○ 都は、地域社会の担い手として元気高齢者などの多様な主体が参加し、

高齢者が住み慣れた地域で支え合いながら安心して暮らしていくこと

ができるよう以下のような取組を実施している。 

   ≪主な取組≫ 

・ 介護予防機能強化支援員の配置等の地域包括支援センターの機能強

化への支援 

・ リハビリテーション専門職等を活用した高齢者の自立支援に資する

取組の強化 

・ 元気高齢者を地域の生活支援の担い手として活用する区市町村への

支援 

・ ビジネススキルや専門知識を有した企業人等のボランティア活動で

ある「プロボノ」により、地域貢献活動を展開する団体が活動を拡充

できるよう、基盤強化を支援 

○ 健康寿命の延伸のためには、体力の維持、低栄養予防、社会参加が重

要であり（３７ページ図１５参照）、群馬県草津町での研究成果などか

ら、それらを促す取組を行うことで、要介護・要支援認定率が下がるこ

とが明らかになっている（３７ページ図１６参照）。 

○ また、介護保険法の改正により平成２９年度までに予防給付の一部が
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地域支援事業に移行することなどから、介護予防・生活支援の取組への

一層の多様な主体の参画が望まれる。 

○ そのため、本検討会議では、効果的な介護予防の手法や、元気高齢者

や民間企業・ＮＰＯ等の多様な主体を活用した地域の支え合いを育むた

めの具体策について議論を行った。 

 

イ 認知症対策 

○ ２０１３年１１月時点で、何らかの認知症の症状を有する高齢者は、

都内に約３８万人おり、２０２５年には約６０万人になると推計されて

いる（３８ページ図１７参照）。 

○ 在宅で暮らす認知症の人のうち、一人暮らしの人や高齢夫婦のみの世

帯の人が今後増えていくことが予想される（３８ページ図１８参照）。 

○ 都は、今後急増する認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心し

て暮らすことができるよう以下のような取組を実施している。 

≪主な取組≫ 

・ 認知症チェックリストを掲載したパンフレット等による普及啓発の

実施 

・ 認知症疾患医療センターや認知症アウトリーチチーム、認知症支援

コーディネーターの設置等の医療体制の整備 

・ 認知症介護・医療サービスを担う人材の育成 

・ 若年性認知症の人への支援 

○ 地域での認知症支援体制の構築は徐々に進んできているが、全ての認

知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会を実現

するために、本検討会議では、認知症の人と家族に対し、更にどのよう

な支援が必要か議論を行った。 
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（２）議論から見えてきた課題 

○ 検討会議では、講演や意見交換を通して、次のような課題が指摘された。 

 

ア 介護予防と支え合う地域づくり 

○ 高齢者が増えていく中で、行政が主体となって健康づくりのサービス

を提供するという従来型の発想を転換する必要がある。 

○ 地域にＮＰＯや住民活動が増えてきたところもあるが、活動が特定の

人の思いに支えられており、継続性が担保されていない。また、ネット

ワークが構築されておらず有機的に活用できていない。 

 

イ 認知症対策 

○ 認知症の診断を受けていない人や初期の認知症の人が多くいると推

計されるが（３９ページ図１９参照）、その人たちへの支援が不足して

いるため、問題が顕在化してから初めて医療・介護サービスの利用を考

える人が多い。 

○ 本人、家族、そして専門職も認知症や認知症の人に対する誤った先入

観を抱いていることで、諦めや過剰な支援、不適切なケアに陥ってしま

うことがある。 

○ 認知症の人を支援していくためには、多職種の連携が必須となるが、

用いる用語やケアへの考え方が異なる中で、支援の目標を共有すること

が難しい。 

 

（３）考えられる対応策 

ア 住民主体の健康づくりの推進 

○ 人への信頼感が高い地区ほど健康状態が良いという研究結果（３９ペ

ージ図２０参照）などからもわかるように、人と人との絆や社会のつな

がりを強めていく方向で、コミュニティづくりを行うことが重要である。

行政から働きかけるだけでなく、住民も自ら考えながら、産学官民が連
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携して、地域全体での健康づくりを行っていく必要があるのではないか。 

○ そのためには、産学官民それぞれが健康づくりに携わるきっかけづく

りや産学官民の特徴を踏まえたマッチングの実施が必要ではないか。 

 

イ 認知症の人への適時適切な支援の充実 

○ 認知症の人と家族が適時適切な支援を受けられるよう、認知症初期の

段階からの情報提供や相談窓口へのつなぎ、自己決定の支援等が必要で

はないか。 

○ 地域包括支援センターの機能強化、専門職によるアウトリーチ等、認

知症の人を地域で支えるための体制の整備が必要ではないか。 

○ 専門職として認知症に対する理解を更に促進し、認知症対応力の向上

を図るため、医療・介護従事者の人材育成の充実が必要ではないか。 

 

ウ 認知症に関する正しい知識の普及 

○ 認知症の人が周囲に理解されながら暮らすためには、都民や、商店・

交通機関といった都民生活に密着した事業者等への認知症についての

正しい知識や理解を促す普及啓発の取組が必要ではないか。 

 

エ 認知症の人の在宅生活支援モデルの開発 

○ 認知症の人の在宅生活の継続を支援するため、サポート体制について、

成功モデルを蓄積して、それを分析し、普及していくことが必要ではな

いか。 

 

（４）今後の議論の方向性 

○ 東京の特性を活かした、支え合いの地域づくりを推進していく方策  

を検討するため、以下について議論をしていく。 

・ 大都市において、住民を巻き込みながら介護予防を推進していくため

の方策について 
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・ 元気な高齢者が社会的役割を持ち、いきいきと社会でより活躍してい

くための方策について 

・ 介護をする家族のワークライフバランスを実現するための方策につい

て 

・ 認知症の人と家族を在宅で支えていくために必要な認知症初期からの

支援や医療の関わり方について 

・ ６５歳未満の現役世代で発症することから特有の問題を抱える、若年

性認知症の人への支援策について 
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３ 高齢期の住まい方 

（１）現状と議論のポイント 

○ 希望する高齢期の住まいについて、都内の在宅高齢者の約６割が、引 

き続き在宅で暮らしたいという意向を持っている（４０ページ図２１参

照）。 

○ 都内の住まいの現状を見ると、バリアフリー化は十分とはいえず（４０

ページ図２２参照）、また、民間賃貸住宅においては、家賃の支払や居室

内での死亡事故等に対する家主の不安などから、高齢者の単独世帯等は不

可とするなどの入居制限が行われている状況が見られる（４１ページ図２

３参照）。 

○ 一方で、都内では２０１３年時点で約８２万戸の空き家が生じており

（４１ページ図２４参照）、既存ストックを有効に活用することが期待さ

れている。 

○ また、高齢者単独世帯の増加に伴い、社会や地域とのつながりが希薄に

なってしまう高齢者の増加も見込まれる。 

○ 今後の住まいの整備に当たっては、高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう、居住空間の質の確保に加え、見守りを含む生活支援や介

護・医療等のサービスの確保についても一体的に考えていくことが求めら

れている。 

○ 都は、高齢者の住まいを確保するために、以下のような取組を行ってい

る。 

≪主な取組≫ 

・ 医療・介護と連携したサービス付き高齢者向け住宅、地域密着型サ  

ービス事業所や一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅への

上乗せ補助 

・ 住まいの確保と生活支援を一体的に提供する区市町村の取組への支援 

・ 高齢者等の民間賃貸住宅への入居支援を行う区市町村の居住支援協議

会の設立及び活動を支援する東京都居住支援協議会の運営 



~ 22 ~ 
 

・ 民間住宅の空き家等を活用して高齢者向け住まいの確保に取り組む区

市町村への支援 

○ 都内においては、人口・社会構造の変化と住宅供給にミスマッチが見ら

れることから、本検討会議では、既存ストックの活用も図りつつ、高齢者

の住まいを確保するための方策について議論を行った。 

 

（２）議論から見えてきた課題 

○ 検討会議では、講演や意見交換を通して、次のような課題が指摘された。 

 

ア 地域包括ケアの基盤としての住まい 

○ 地域包括ケアシステムでは、在宅生活の充実を第一義にしているが、

バリアフリー化されていない住まいのままでは、心身が虚弱化し、居住

継続が困難になってしまう。虚弱化する以前に、早めの住み替えやバリ

アフリー改修の要否を判断し、適切に対応するための相談体制が整って

いない。 

○ 郊外住宅地などでは開発された単位ごとに高齢化が進んでおり、高齢

期の居住に対応した住環境整備を面的に行うなどの適切な再投資が行

われないと、住まいや地域の価値が下がり、衰退に向かうおそれがある。 

○ 都内には、賃貸用の空き家が２０１３年時点で約６０万戸（４１ペー

ジ図２４参照）が存在するが、家主は、家賃滞納や各種トラブルのリス

クがあることから低所得高齢者等には貸したがらないため、これらの人

は適切な住まいが確保しにくい。 

○ 既存の建物を高齢者の住まい等として活用する際に、建築基準法や消

防法等の関係する法令による規制が支障となる場合がある。 

○ サービス付き高齢者向け住宅は、急速に整備が進んでいるが、相続税

対策や利益追求を目的に建設されるケースも考えられ、立地が偏在し、

地域包括ケアシステムの考え方とは相容れない、地域に対してクローズ

ドな建物になってしまうことも懸念される。 
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イ 多世代共生の仕組みづくり 

○ アメリカのＣＣＲＣやフランスの世代間同居等の事例は参考になる

が、そのままの仕組みを東京に持ってきても同様には機能しない。また、

アメリカ型のＣＣＲＣは一部の富裕層向けでもあることから、年金やプ

ラスアルファの資金では入居できない。 

○ 高齢者の生きがいにつながる承認欲求や貢献欲求を満たすことので

きる多世代が共生する活動や場が不足している。 

 

（３）考えられる対応策 

ア 地域包括ケアの推進に資する住まいの供給促進 

○ 地域包括ケアに資するサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進し

ていくため、適切な立地の誘導や、地域住民への医療・介護その他多様

なサービスを行う事業所を併設した「拠点型」の住宅、地域に点在する

空き家等の資源を活用した「分散型」の住宅の供給を図っていくことが

必要ではないか。 

○ 空き家や団地の空室等を高齢者の住まい等として活用できるよう、建

築、消防等の各分野の規制について、立法趣旨も踏まえ、不合理な点や

不整合な点がないか、運用面も含めて検証することが必要ではないか。 

 

イ 地域のマネジメント 

○ 住宅に困窮し、日常の自立生活に不安のある低所得高齢者等が住み慣

れた地域で安心して暮らせるよう、行政の関与の下、不動産主体と福祉

関係主体が連携し、住まいの確保に関する支援と見守りなどの支援を一

体的に提供する「地域善隣事業」（４２ページ図２５参照）などの取組

を更に促進させる必要があるのではないか。 

○ まち・住まいの持続と再生のためには、互助を醸成しながら地域をマ

ネジメントできる主体を住民などが創設し、事業から生じた利益が地域

に再投下され循環するような仕組みが有効ではないか。 
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ウ 多世代共生の仕組みづくり 

○ 人口・世帯減少に向かう東京において、生涯、生きがいを持ちながら

安心して住み続けることができるよう、高齢者だけでなく子育て層、若

年層を含めた多世代共生型の住まいを確保していくことが重要である。

その際には、富裕層だけでなく様々な所得層が入居できるものとなるよ

う、空き家、団地、商業ビルなど既存のストックの活用や、居住者もコ

ミュニティの担い手となるようなモデルが有効ではないか。 

 

（４）今後の議論の方向性 

○ 高齢期になっても東京で住み続けることのできる住まいや地域の在り

方を検討するため、以下について議論をしていく。なお、議論に当たって

は、東京都都市計画審議会に諮問されている２０４０年代の東京の都市像

に関する議論にも留意する必要がある。 

・ 低所得高齢者等に対して、適切な住まいの確保の支援と見守りなどの

生活支援を一体的に行う取組を普及させるための方策について 

・ 高度成長期に入居が始まった郊外住宅地や大規模団地の再生に関する

具体的方策について 

・ 東京の地域ごとの特性を踏まえたまちづくりについて（特に、地域包

括ケアシステムとの関係について） 
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第３部 今後の議論の進め方 

○ 今年度末に予定されている最終報告に向けて、「医療と介護」、「介護予防

と生活支援」、「高齢期の住まい方」の各テーマにおいて示された今後の議論

の方向性を踏まえ、更なる具体的な事例に基づく検討を加えるとともに、よ

り大局的な観点から東京にふさわしい地域包括ケアシステムの在り方の検

討を進め、都の施策形成につながる提言を行うこととする。 

  



~ 26 ~ 
 

第４部 資料編 

１ 福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在

り方検討会議 開催実績及び今後の予定 

 

開催年月日 議事

第１回
（２０１５年
　７月８日）

○知事挨拶
○委員紹介・挨拶
○講演
　・髙橋 紘士 委員長
　　「東京の地域包括ケア」
　・長谷川 敏彦 氏（一般社団法人未来医療研究機構 代表理事）

　　「東京の展望と課題」

第２回
（７月３０日）

医療と介護①

○暮らしの保健室から見えた課題について
　【講演】秋山 正子 委員
　　　　　「暮らしの保健室から見えたこれからの課題」

○人生の最終段階のケアについて
　【講演】山崎 章郎 氏（ケアタウン小平クリニック 院長）

　　　　　「より良き地域包括のために」

○介護ロボットの活用について
　【講演】山内 繁 氏（特定非営利活動法人支援技術開発機構 理事長）

　　　　　「介護ロボット　現状と課題」

第３回
（８月１８日）

介護予防と
生活支援①

○認知症の人と家族を支える地域づくりについて
　【講演】繁田 雅弘 委員
　　　　　「認知症医療に関わるいくつかの課題」

○介護予防と健康寿命の延伸について
　【講演】新開 省二 委員
　　　　　「介護予防と健康寿命の延伸」

○企業等多様な主体の活用について
　【講演】前田 展弘 氏（株式会社ニッセイ基礎研究所 主任研究員）

　　　　　「高齢者市場開拓の意義と課題」

第４回
（９月１５日）

高齢期の
住まい方①

○地域包括ケアの基盤としての住まいについて
　【講演】園田 眞理子 副委員長
　　　　　「地域包括ケアの基盤としての住まい」

○既存ストックの再活用・多世代共助の仕組みづくりについて
　【講演】松田 智生 委員
　　　　　「既存ストックの再活用・多世代共助の仕組みづくり」

○東京における多様な高齢者の住まいの在り方について
　【講演】髙橋 英與 氏（株式会社コミュニティネット 代表取締役）

　　　　　「東京に住み続けるために～空き家活用と地域包括ケア～」

○「中間のまとめ」構成案について

第５回
（１１月６日）

医療と介護②

第６回
（１１月）

介護予防と
生活支援②

第７回
（１２月）

高齢期の
住まい方②

第８回
（２０１６年２月）

○最終報告についてまとめの議論

＜委員・ゲストスピーカー講演＞

各論①

各論②

テーマ

総論

１０月 「中間のまとめ」公表

３月 「最終報告」 公表
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２ 福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在

り方検討会議 委員及び幹事名簿（２０１５年９月１５日現在） 

 

＜委員名簿＞

分野 氏名

内田　千恵子

大熊　由紀子

馬袋　秀男

和気　康太

秋山　正子

河原　和夫

繁田　雅弘

○ 平川　博之

山田　雅子

佐藤　博樹

瀧脇　憲

○ 園田　眞理子

◎ 髙橋　紘士

松田　智生

水村　容子

介護予防関係 新開　省二

マスコミ関係 川名　佐貴子

荒井　康弘

田中　文子

＜オブザーバー名簿＞

＜幹事名簿＞

　東京都福祉保健局保健政策部長

　東京都産業労働局雇用就業部長

　東京都都市整備局都市づくり政策部長

　東京都都市整備局住宅政策担当部長

氏名

高橋　俊之

榎本　健太郎

溝部　和祐

職名

　東京都政策企画局調整部長

　東京都福祉保健局企画担当部長

　東京都福祉保健局高齢社会対策部長

　東京都福祉保健局施設調整担当部長

　東京都福祉保健局医療政策部長

　東京都福祉保健局生活福祉部長

厚生労働省老健局総務課長

厚生労働省老健局介護保険計画課長

八王子市福祉部高齢者福祉課長

福祉関係

医療関係

労働・経済関係

まちづくり関係
株式会社三菱総合研究所プラチナ社会研究センター　主席研
究員

東洋大学ライフデザイン学部　教授

                                                           分野ごとに五十音順、敬称略
                                                           ◎委員長、○副委員長

中央大学大学院戦略経営研究科　教授

特定非営利活動法人自立支援センターふるさとの会　常務理
事

明治大学理工学部　教授

一般財団法人高齢者住宅財団　理事長

区市町村

株式会社ケアーズ　代表取締役
白十字訪問看護ステーション　統括所長

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　教授

首都大学東京健康福祉学部　教授

公益社団法人東京都医師会　理事

聖路加国際大学看護学部　教授

職名

公益社団法人東京都介護福祉士会　副会長

国際医療福祉大学大学院医療福祉ジャーナリズム分野　教授

一般社団法人「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協
議会  特別理事

明治学院大学社会学部　教授

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所　副所
長

株式会社環境新聞社　シルバー新報・月刊ケアマネジメント
編集長

多摩市健康福祉部長

世田谷区高齢福祉部長

職名

（敬称略）
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３ 福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在

り方検討会議 設置要綱 

平成２７年６月１２日 

２７福保高計第１２６号 

 

（目的） 

第１条 福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検

討会議（以下「検討会議」という。）を設置し、東京都長期ビジョン及び第６

期東京都高齢者保健福祉計画で示された東京の現状と将来像を踏まえ、東京

にふさわしい地域包括ケアシステムの在り方を検討することにより、都の新

たな施策形成につなげ、もって福祉先進都市・東京の実現を図る。 

 

（検討事項） 

第２条 検討会議は、東京の特性を踏まえた地域包括ケアシステムの構築に関

する次の事項を検討する。 

（１）医療・介護の提供体制に関すること。 

（２）効果的な介護予防及び支え合う地域づくりの手法に関すること。 

（３） 高齢者の多様なニーズに応じた住まいの確保と住まい方に関すること。 

（４）その他地域包括ケアシステムの構築に関すること。 

 

（構成） 

第３条 検討会議は、学識経験のある者、医療関係団体に所属する者、区市町

村の職員等のうちから、福祉保健局長が委嘱する委員で構成する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、平成２７年７月８日から平成２８年３月３１日までと

する。 

２ 委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 

第５条 検討会議に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、検討会議を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長は、副委員長を２名まで指名することができる。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する副委員長がその

職務を代行する。 

 

（招集等） 

第６条 検討会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、第３条に定める者のほか、必要と認める者の出席を求めること

ができる。 
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（幹事） 

第７条 検討会議における調査・研究の充実及び効率化を図るため、委員のほ

かに幹事を置く。 

２ 幹事は、福祉保健局長が任命する。 

３ 幹事は、検討会議に出席し、調査・検討に必要な情報を提供する。 

 

（会議の公開） 

第８条 検討会議は、報道関係機関に公開で行う。ただし、委員長又は委員の

発議により出席委員の過半数で議決したときは、公開又は非公開とすること

ができる。 

２ 会議資料及び議事録は、公開する。 

 

（報告） 

第９条 検討会議は、検討を終了したときは、その結果について福祉保健局長

に報告するものとする。 

 

（庶務） 

第１０条 検討会議の庶務は、福祉保健局高齢社会対策部計画課において処理

する。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し、必要な事項

は委員長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行する。 
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４ 参考資料 

≪図１≫ 将来人口推計【全国】 

 

 
資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国）」（２０１２年１月）［２０１０年～２０６０年］ 

 

≪図２≫ 将来人口推計【東京都】 

 

 
資料：総務省「国勢調査」［１９８０年～２０１０年］ 

   国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国）」（２０１２年１月）［２０１５年～２０３５年］ 

   国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（２０１３年３月）［２０１５年～２０３５年］ 
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≪図３≫ 高齢者人口の推移【東京都】 

 

 

資料：総務省「国勢調査」［１９９５年～２０１０年］ 

   国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国）」（２０１２年１月）［２０１５年～２０３５年］ 

   国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（２０１３年３月）［２０１５年～２０３５年］ 

 

≪図４≫ 要介護高齢者数（要支援を含む）の推移【東京都】 

 

 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」［２０００年～２０１４年］ 

都内保険者（区市町村）が介護保険事業計画策定のために積算した見込値を集計した値 

［２０１５年～２０２５年］  
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≪図５≫ 介護給付費の推移【東京都】 

  

 
資料：介護給付費負担金実績報告に基づき東京都作成［２０００年～２０１４年］ 

都内保険者（区市町村）が介護保険事業計画策定のために積算した見込値を集計した値 

［２０１５年～２０２５年］ 

 

≪図６≫ 介護保険料の推移【東京都】 

 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都高齢者保健福祉計画(平成２７年度～平成２９年度)」（２０１５年３月） 
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≪図７≫ 施設・居住系サービスの利用者数の推移【東京都】 

  

 

（注）２００６年度から２００９年度までについては、区市町村の償還払分は含まない。 

資料：東京都国民健康保険団体連合会の審査支払データ［２００６年度～２０１４年度］ 

都内保険者（区市町村）が介護保険事業計画策定のために積算した利用者数の集計 

［２０１５年度～２０２５年度］ 

 

 

≪図８≫ 介護人材需給推計【東京都】 

 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都高齢者保健福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）」（２０１５年３月） 
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≪図９≫ 地域包括ケアシステムの植木鉢モデル 
 

 
 

資料：厚生労働省ホームページ掲載資料 

 

≪図１０≫ 人口の遷移 

 

資料：第１回福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議 長谷川敏彦氏講演資料 
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≪図１１≫ 有効求人倍率の推移 

 

 

（注）介護関連職種とは、福祉施設介護員やホームヘルパーを指す。 

資料：厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」 

 

≪図１２≫ 終末期における疾患別の身体機能低下の軌道 

 

 
資料：Lynn J.:Serving patients who may die soon and their families. JAMA 285（7）,2001 

（第１回福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議 髙橋紘士委員講演資料） 
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≪図１３≫ 「暮らしの保健室」の概要 

 

 
資料：第１回福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議 秋山正子委員提出資料 

 

≪図１４≫ 「ホームホスピス」の概要 

 

 
資料：特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎 提供資料 
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≪図１５≫ 高齢者の健康長寿の要因 

 
資料：第３回福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議 新開省二委員講演資料 

 

 

 

≪図１６≫ 介護予防の取組を実施した群馬県草津町の要介護認定率の推移 

 

 
（注）２００３年より研究事業実施 

資料：第３回福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議 新開省二委員講演資料 
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≪図１７≫ 何らかの認知症の症状がある高齢者の推計【東京都】 

 

 
資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部「在宅高齢者の実態調査」（２０１３年度） 

 

 

≪図１８≫ 在宅で生活している認知症が疑われる人がいる世帯の状況 

【東京都】 

 

 
資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部「認知機能や生活機能の低下が見られる地域在宅高齢者の実態調査報告書」（２ 

０１４年５月） 
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≪図１９≫ 認知症高齢者の現状（２０１０年）【全国】 

 

 
資料：第３回福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議 繁田雅弘委員講演資料 

 

≪図２０≫ ソーシャル・キャピタルと健康 

 

 

資料：第３回福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議 新開省二委員講演資料 
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≪図２１≫ 希望する高齢期の住まい【東京都】 

 

 

（注１）本調査において、高齢者向け住まいとは、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウ

ス）、サービス付き高齢者向け住宅、シルバーピアを指す。 

（注２）「介護が必要になったら、特別養護老人ホームに入居したい」と回答した人の割合は１０．３％となっている。

（「介護が必要になったら、高齢者向け住まいに住み替えたい」の内数） 

資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部「在宅高齢者の実態調査」（２０１３年度） 

 

 

 

≪図２２≫ 住宅のバリアフリー化の現状【東京都】 

 

 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」（２０１３年度） 
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≪図２３≫ 入居制限の状況【全国】 

 

 

資料：財団法人日本賃貸住宅管理協会調べ「民間賃貸住宅の管理状況調査」（２０１０年） 

 

≪図２４≫ 活用可能な空き家の状況【東京都】 

 

 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」（２０１３年度） 
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≪図２５≫ 地域善隣事業のスキーム 

 

 

資料：第４回福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議 園田眞理子委員講演資料 


